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借金返済でお困りの方へ
法律・生活建て直し相談会開催のお知らせ

をご利用下さい

　ジョブカフェぐんまでは、就職を希望する若者（４０代前半までの不安定就労者を含む）に対し、就職情報の提供から
適性診断・カウンセリング、職業紹介・定着まで就職に関する一貫した支援を行っています。
　開設以来１３万人を超える利用者があり、うち８千８百人以上の人が就職しています。費用は無料ですのでお気軽に
ご利用ください。
【群馬県若者就職支援センター（ジョブカフェぐんま）】高崎センター
◆所　在　地　高崎市旭町３４－５　旭町ビル３階
◆問い合わせ先　q０２７－３３０－４５１０　ＦＡＸ０２７－３３０－４５２１
◆開　所　日　月～土曜日（年末年始を除く）
◆開 所 時 間　午前１０時００分～午後７時００分
※「ジョブカフェぐんま」は県内３ヶ所、高崎センターのほかに東毛サテライト（桐生市）・北毛サテライト（沼田市）が
　あります。　
〈ジョブカフェ・マザーズ〉
※高崎センター内に、女性の就労支援窓口として「ジョブカフェ・マザーズ」をオープンしました。ジョブカフェ・マザー
　ズでは、職業紹介、保育・生活情報の提供、カウンセリングを行うとともに、キッズコーナーを設置して子ども連れの
　方が安心して相談できる窓口としています。　　

～一人で悩まずご相談下さい～

法律相談会：弁護士や司法書士による借金の法的整理に関する相談が中心

無料 秘密厳守 事前予約制

　毎月の借金返済で家計が苦しい、借金に頼らない生活をしたい、家族のために貯金もしたい・・・
でも、いったいどうしたらよいのか。
　このような方々を対象に相談会を開催します。
　○お住まいの地域にかかわらず、どの会場でも相談が受けられます。

生活の建て直し相談会：借金生活から抜け出すため、陥らないための収入に見合った家計の
改善方法等アドバイス

定員２０名

定員８名

８月１１日(土)

８月２５日(土)

９月０８日(土)

９月２２日(土)

太田市福祉会館大会議室（３階）

高崎市役所市民相談室（１階）

県庁昭和庁舎３４会議室（３階）

沼田市保健福祉センター

開催日

１３：３０～１７：００

１３：３０～１７：００

１３：３０～１７：００

１３：３０～１７：００

時　間 お問い合わせ・申し込み会　場

太田市消費生活センター℡０２７６-３０-２２２０
邑楽町消費生活センター℡０２７６-４７-５０４７

高崎市消費生活センター℡０２７-３２７-５１５５

群馬県消費生活センター℡０２７-２２３-３００１

沼田市消費生活センター℡０２７８-２０-１５００

８月２３日（木）

９月１２日（水)

１０月３日（水)

中之条町文化会館

みどり市消費生活センター

甘楽町公民館　大会議室

県庁２階　相談室

開催日

１３：００～１７：００

１３：００～１７：００

１３：３０～１７：００

１４：００～１７：００

時　間 お問い合わせ・申し込み会　場

（定員６名）

みどり消費生活センター ℡０２７７-７６-０９８７
桐生市消費生活センター℡０２７７-７４-３３０６

吾妻郡消費生活センター℡０２７９-７５-１１６６

甘楽町消費生活センター℡０２７４-７４-１７５５

群馬県消費生活センター℡０２７-２２３-３００１H２４.８.７～
　　H２４.９.１８
(毎月第１・第３火曜日）

群馬県若者就職支援センター
（ジョブカフェぐんま）
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保
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保
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バ
シ
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に
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す
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に
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な
お
、電
話
に
よ
る
ご
案
内
は
、平
日
だ
け
で
は
な
く
、土
・
日
や
夜
間
に
も
し
て
い
ま
す
。

大
事
な
年
金
の
受
給
権
を
失
わ
な
い
た
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に
、保
険
料
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き
ち
ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。
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お問い合わせ　健康課保健環境係（保健センター内）　q８２－５４９０

スズメ蜂の巣駆除費用の
補助助成について

蜂の巣駆除道具等の
貸出について

�町民等（法人は除く）に対し、スズメ蜂の巣駆除に要
した費用の一部を補助します。

対象者：蜂駆除専門業者によりスズメ蜂の巣を駆除し
た方。但し、町税を滞納していない方。

補助金額：駆除1件当たり駆除に要した費用２分の１と
し、1万円を限度とします。

補助金申請方法：スズメ蜂の巣駆除を実施した日から
１カ月以内に次ぎの書類を添えて申請してください。
�〈１〉スズメ蜂の巣駆除処理に要した費用の領収書
�〈２〉駆除前、駆除後の現場写真

�夏から秋にかけては、ハチの営巣活動が活発になる
季節です。宅地内での「ハチの巣駆除」につきましては、
ハチ駆除用具等の貸出を行っておりますので、必要な
方はご連絡ください。
貸出用途：蜂の巣に限る
貸出期間：１泊２日まで
貸出器具：①蜂防護服　②蜂駆除器具　③蜂駆除薬剤
※蜂用防護服は、蜂の攻撃から人体を完全に防護する

ものではなく、あくまでも補助的機能を果たすため
のものです。万が一、蜂用防護服を使用中に事故が
発生しても、町はその責任を負えませんのでご了承
ください。
●ご自分で駆除できないという方へ
�ご連絡いただければ、専門業者をご紹介いたします。
なお、駆除料金は巣がある場所や大きさで変わります
から、業者とご相談ください。


